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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第５区分
【発行日】平成20年2月14日(2008.2.14)

【公表番号】特表2007-517142(P2007-517142A)
【公表日】平成19年6月28日(2007.6.28)
【年通号数】公開・登録公報2007-024
【出願番号】特願2006-546073(P2006-546073)
【国際特許分類】
   Ｄ０７Ｂ   1/06     (2006.01)
   Ｂ６０Ｃ   9/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｄ０７Ｂ   1/06    　　　Ａ
   Ｂ６０Ｃ   9/00    　　　Ｍ
   Ｂ６０Ｃ   9/00    　　　Ｋ

【手続補正書】
【提出日】平成19年12月19日(2007.12.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直径ｄ1のＬ本（Ｌ＝１～４）のワイヤからなる内側層Ｃ１を有し、該内側層Ｃ１が、
ピッチｐ2で螺旋状に一体巻回された直径ｄ2のＭ本（Ｍ＝３～１２）の中間層Ｃ２により
包囲され、該中間層Ｃ２が、ピッチｐ3で螺旋状に一体巻回された直径ｄ3のＮ本（Ｎ＝８
～２０）の外側層Ｃ３により包囲されているＬ＋Ｍ＋Ｎ構造の３層金属ケーブルにおいて
、少なくとも１つのジエンエラストマーをベースとする架橋性ゴム配合物または架橋ゴム
配合物で形成されたシースが、少なくとも前記中間層Ｃ２を覆っていることを特徴とする
ケーブル。
【請求項２】
　前記ジエンエラストマーは、天然ゴム、合成ポリイソプレン、およびこれらのエラスト
マーの配合物からなる群から選択されることを特徴とする請求項１記載のケーブル。
【請求項３】
　前記外側層Ｃ３は飽和層であることを特徴とする請求項１記載のケーブル。
【請求項４】
　前記ゴムシースは更に内側層Ｃ１を覆っていることを特徴とする請求項１記載のケーブ
ル。
【請求項５】
　前記中間層Ｃ２が６本または７本（Ｍ＝６または７）のワイヤからなることを特徴とす
る請求項１記載のケーブル。
【請求項６】
　下記特徴（ｄ1、ｄ2、ｄ3、ｐ2およびｐ3の単位はｍｍ）、すなわち、
（ｉ）０．１０＜ｄ1＜０．２８
（ii）０．１０＜ｄ2＜０．２５
（iii）０．１０＜ｄ3＜０．２５
（iv）Ｍ＝６またはＭ＝７
（ｖ）５π（ｄ1＋ｄ2）＜ｐ2≦ｐ3＜５π（ｄ1＋ｄ2＋ｄ3）
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（vi）前記層Ｃ２、Ｃ３のワイヤは同じ捩り方向に巻回されていること
を有することを特徴とする請求項５記載のケーブル。
【請求項７】
　下記関係、すなわち、
Ｍ＝６の場合、１．１０＜（ｄ1／ｄ2）＜１．４０
Ｍ＝７の場合、１．４０＜（ｄ1／ｄ2）＜１．７０
を満たすことを特徴とする請求項６記載のケーブル。
【請求項８】
　ｐ2＝ｐ3であることを特徴とする請求項６記載のケーブル。
【請求項９】
　１＋Ｍ＋Ｎ構造を有しかつ内側層Ｃ１が単一ワイヤにより形成されていることを特徴と
する請求項１記載のケーブル。
【請求項１０】
　１＋６＋１２構造であることを特徴とする請求項９記載のケーブル。
【請求項１１】
　下記関係、すなわち、
０．１８＜ｄ1＜０．２４
０．１６＜ｄ2≦ｄ3＜０．１９
５＜ｐ2≦ｐ3＜１２
を有することを特徴とする請求項５記載のケーブル。
【請求項１２】
　下記関係、すなわち、
０．１８＜ｄ1＜０．２４
０．１６＜ｄ2≦ｄ3＜０．１９
２０＜ｐ2≦ｐ3＜３０
を有することを特徴とする請求項５記載のケーブル。
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